
施策の基本的方向 具体的施策 担当府省

厚生労働
省

○ ○

○ ○

○ライフプランニン
グ支援の実施

内閣府 ○

５．男女の職業生活と家庭・地域生活の両立の支援

（１）仕事と家庭の
両立支援と働き方
の見直し

施策の実施状況及び関連統計等 今後の実施予定

ア　仕事と家庭の両
立に関する意識啓
発の推進

○仕事と家庭の両
立に関する意識啓
発の推進

仕事と育児・介護の両立に関する意識啓発の推進
　両立を図りやすくするための雇用環境整備に関する
周知　啓発活動を推進（厚生労働省）

①仕事と育児・介護
等家庭生活との両
立に関する意識啓
発を進めるととも
に、職場優先の組
織風土を変え、男性
も含めた働き方の
見直しや固定的な
性別役割分担意識
の見直しを進めるた
めの意識啓発を企
業及び国民各層を
対象に進める。

②結婚や子育て・介
護などの人生の転
機に対応し、長期的

「女性のライフプランニングに関する調査」を実施
（内閣府　平成18年度）

男性も育児参加できるワーク・ライフ・バランスの推進
　 「男性が育児参加できるワーク・ライフ・バランス推進
協議会」提言の普及 （厚生労働省　平成18年度～）

引き続き当該施策を実施予定（厚生労働省）

引き続き当該施策を実施予定（厚生労働省）
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施策の基本的方向 具体的施策 担当府省 施策の実施状況及び関連統計等 今後の実施予定

厚生労働
省

○ ○雇用保険法の改正による育児休業給付の給付率の引
上げ(厚生労働省　平成19年10月～)
　 育児休業給付の給付率を休業前賃金の40％（休業
期間中30％・職場復帰6か月後に10％）から50％（休業
期間中30％・職場復帰後6か月後に20％）に暫定的（平
成22年3月31日までに育児休業を開始した者）に引き
上げ、事業主及び労働者に対し周知を図った。（事業
主へのリーフレットの送付、関係団体を通じた周知等）
　 雇用保険部会報告書（平成19年1月9日）とりまとめ
　 雇用保険法等の一部を改正する法律（平成19年法
律第30号）の公布、施行

①男女労働者共
に、希望すれば育
児休業を取得できる
よう、育児休業給付
制度も含めた制度
の周知徹底及び企
業における制度の
定着に向けた指導
を行う。また、育児
のための勤務時間
短縮等の措置や育
児を行う労働者の
深夜業を制限する
制度等の周知、定
着を図る。また、企
業において、育児休
業の取得等を理由
として、解雇その他
の不利益な取扱い

な視野に立ったライ
フプランニング支援
策について検討、実
施する。

イ　仕事と子育ての
両立のための制度
の定着促進・充実

○育児休業その他
仕事と子育ての両
立のための制度の
一層の定着促進

育児休業給付制度の周知について、今後も引き続き実
施（厚生労働省）
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施策の基本的方向 具体的施策 担当府省 施策の実施状況及び関連統計等 今後の実施予定

○ ○

○ ○

○ ○両立支援レベルアップ助成金（子育て期の柔軟な働き
方支援コース）の支給(厚生労働省　平成14年度～）
　 勤務時間短縮等の措置等、小学校就学前の子を養
育する労働者が育児のために必要な時間を確保しや
すい柔軟な働き方ができる制度を設け、労働者がこれ
らの制度を利用した場合に、事業主に対して助成金を
支給。

の不利益な取扱い
が行われないよう、
周知啓発、指導を
行う。

適切な行政指導の実施（厚生労働省）
　  「子ども・子育て応援プラン」（16年12月24日少子化
社会対策会議決定）において設定された育児休業取得
率等の目標値を踏まえ、育児・介護休業法の円滑な施
行を図るため、集団指導を中心とした計画的、効果的
な行政指導を実施

育児休業取得促進等助成金（厚生労働省　平成19年
度～）
　 育児休業等の取組を積極的に促進するため、育児
休業取得者等に対して独自に経済的支援を行った事
業主を対象に育児休業取得促進等助成金を支給

引き続き当該施策を実施予定（厚生労働省）

引き続き当該施策を実施予定（厚生労働省）

育児期における短時間勤務制度の導入・定着支援の
拡充　（厚生労働省）
　 小学校低学年の子を養育する労働者が利用できる
短時間勤務制度を導入した事業主に対する助成措置
を創設するとともに、短時間勤務に係る雇用管理のノ
ウハウ習得に向けた取組の助成など中小企業におけ
る短時間勤務制度の導入・利用に対する重点的な支
援を行う。

育児休業給付の支給状況 （人、百万円）

１７年度 １８年度

①　初回受給者数 118,339 131,542

男 714 978

女 117,625 130,564

②　支給金額 89,542 95,607

男 272 372

女 89,270 95,235

子育て期の柔軟な働き方支援コースの支給状況

17年度 18年度

件数 131 79

金額（千円） 45,500 31,050
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施策の基本的方向 具体的施策 担当府省 施策の実施状況及び関連統計等 今後の実施予定

○ ○

○ ○

○ ○両立支援レベルアップ助成金（職場風土改革コース）の
支給（厚生労働省　平成19年度～）
　 両立支援制度を労働者が気兼ねなく利用することが
できるよう、職場風土改革に計画的に取り組む事業主
（常時雇用する労働者の数が300人以下で、かつ、子
育て世代の労働者が50人以上の事業主）を指定し、成

を げた場合 支給

両立支援レベルアップ助成金（代替要員確保コース）の
支給 (厚生労働省　平成12年度～）
　 育児休業取得者が育児休業終了後、原職等に復帰
する旨の取扱いを規定し、休業取得者の代替要員を確
保し、かつ、休業取得者を原職等に復帰させた事業主
に対し、助成金を支給

両立支援レベルアップ助成金（休業中能力アップコー
ス）の支給 （厚生労働省　平成４年度～）
　 育児休業又は介護休業取得者がスムーズに職場復
帰できるよう、これらの労働者の能力の開発及び向上
を図るため、職場復帰プログラムを実施した事業主・事
業主団体に支給

引き続き当該施策を実施予定（厚生労働省）

引き続き当該施策を実施予定（厚生労働省）

引き続き当該施策を実施予定（厚生労働省）

代替要員確保コースの支給状況

17年度 18年度

件数 953 1,371

金額（千円） 213,750 300,250

休業中能力アップコースの支給状況

17年度 18年度

件数 3,466 3,247

金額（千円） 214,332 201,544
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施策の基本的方向 具体的施策 担当府省 施策の実施状況及び関連統計等 今後の実施予定

厚生労働
省

○ ○

厚生労働
省

○ ○

○

適切な行政指導の実施（厚生労働省）（５（１）イ①に前
掲）
　  「子ども・子育て応援プラン」（16年12月24日少子化
社会対策会議決定）において設定された育児休業取得
率等の目標値を踏まえ、育児・介護休業法の円滑な施
行を図るため、集団指導を中心とした計画的、効果的
な行政指導を実施。

平成16年に育児・介護休業法の改正を実施　(厚生労
働省　平成17年4月施行）
　 ①育児休業及び介護休業の対象労働者の拡大
　 　期間を定めて雇用される者のうち、休業の取得に
よって雇用の継続が見込まれる一定の範囲の労働者
を対象者として追加
　 ②育児休業期間の延長
　 　子が1歳を超えても休業が認められる一定の場合
にあっては、子が1歳6ヶ月に達するまで取得を可能と
した

果を上げた場合に支給

中小企業子育て支援助成金の支給（厚生労働省　平
成18年度～）
　 育児休業取得者、短時間勤務制度の適用者が初め
て出た中小企業事業主（従業員100人以下）に対して助
成金を支給。

③概ね平成26年度
までに育児休業取
得率を男性10％、
女性80％にすること
を目指し、育児休業
取得率の向上を図
る。（平成16年度男
性0.56％、女性
70.6％）

②中小企業におけ
る育児休業や短時
間勤務制度の活用
を促進するため、助
成金の支給などの
重点的な支援を行
う。

引き続き当該施策を実施予定（厚生労働省）

引き続き当該施策を実施予定（厚生労働省）

中小企業子育て支援助成金の支給状況

18年度

件数 8

金額（千円） 6,400
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施策の基本的方向 具体的施策 担当府省 施策の実施状況及び関連統計等 今後の実施予定

厚生労働省「女性雇用管理基本調査」より
注：平成１7年度調査は５人以上規模の事業所調査で
あり、平成18年度調査は、30人以上規模の企業調査で
あるため、数値を単純に比較することはできない。

した
 　③介護休業の取得回数制限の緩和
　　対象家族1人につき、介護を要する一の継続する状
態ごとに取得を可能とした（期間は通算して93日まで）
　 ④子の看護休暇制度の創設
　 　労働者１人につき、年に5日を限度として取得を可
能とした

厚生労働省「女性雇用管理基本調査」より
注：平成１7年度調査は５人以上規模の事業所調査で
あり、平成18年度調査は、30人以上規模の企業調査で
あるため、数値を単純に比較することはできない。

育児休業取得率（％）

17年度 18年度

男性 0.50 0.57

女性 72.3 88.5

小学校就学の始期までの勤務時間短縮等の措置導入率（％）

17年度 18年度

導入率 16.3 18.0

育児のための深夜業制限の制度導入率（深夜業のある事業所の内）（％）

17年度

導入率 50.1

厚生労働省「女性雇用管理基本調査」より
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施策の基本的方向 具体的施策 担当府省 施策の実施状況及び関連統計等 今後の実施予定

厚生労働
省

○ ○

○ ○

両立支援レベルアップ助成金（子育て期の柔軟な働き
方支援コース）の支給(厚生労働省　平成14年度～）（５
（１）イ①に前掲）
　 勤務時間短縮等の措置等、小学校就学前の子を養
育する労働者が育児のために必要な時間を確保しや
すい柔軟な働き方ができる制度を設け、労働者がこれ
らの制度を利用した場合に、事業主に対して助成金を
支給。

両立支援レベルアップ助成金（代替要員確保コース）の
支給 (厚生労働省　平成12年度～）（５（１）イ①に前掲）
　 育児休業取得者が育児休業終了後、原職等に復帰
する旨の取扱いを規定し、休業取得者の代替要員を確
保し、かつ、休業取得者を原職等に復帰させた 事業主
に対し、助成金を支給

④概ね平成26年度
までに小学校就学
の始期までの勤務
時間短縮等の措置
の普及率を25％に
することを目指し、
普及率の向上を図
る。（平成16年度
10.5％）

育児期における短時間勤務制度の導入・定着支援の
拡充　（厚生労働省）
　 小学校低学年の子を養育する労働者が利用できる
短時間勤務制度を導入した事業主に対する助成措置
を創設するとともに、短時間勤務に係る雇用管理のノ
ウハウ習得に向けた取組の助成など中小企業におけ
る短時間勤務制度の導入・利用に対する重点的な支
援を行う。

引き続き当該施策を実施予定（厚生労働省）

子育て期の柔軟な働き方支援コースの支給状況

17年度 18年度

件数 131 79

金額（千円） 45,500 31,050

代替要員確保コースの支給状況

17年度 18年度

件数 953 1,371

金額（千円） 213,750 300,250

子の看護休暇制度の導入率（％）
17年度

導入率 33.8
厚生労働省「女性雇用管理基本調査」より
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施策の基本的方向 具体的施策 担当府省 施策の実施状況及び関連統計等 今後の実施予定

○ ○

厚生労働
省

○ ○

両立支援レベルアップ助成金（ベビーシッター費用等補
助コース）の支給（厚生労働省　平成７年度～）
　 労働者が育児・介護サービスを利用する際に要した
費用の全部又は一部について、補助等を行う旨を就業
規則等に規定し、実際に費用補助等を行った事業主
に、その補助等の額の一定割合を助成

「子どもと家族を応援する日本」重点戦略検討会議に
おいて、包括的な次世代育成支援の制度的枠組みの
構築等について検討。（厚生労働省）

⑤育児休業を取り
やすい環境を整備
するため、育児休業
取得中の所得保障
を含めた子育て家
庭の経済支援の在
り方について、財源
の問題も含め幅広く
検討する。

ウ　仕事と介護の両
立のための制度の
定着促進等

○仕事と子育ての
両立の促進に向け
た制度の充実

引き続き当該施策を実施予定（厚生労働省）

「子どもと家族を応援する日本」重点戦略に基づき、包
括的な次世代育成支援の制度的枠組みについて、税
制改革の動向も踏まえつつ検討を進める。（厚生労働
省）

ベビーシッター費用等補助コースの支給状況

17年度 18年度

件数 572 570

金額（千円） 719,875 742,928
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施策の基本的方向 具体的施策 担当府省 施策の実施状況及び関連統計等 今後の実施予定

厚生労働
省

○ ○

○ ○

○ ○

 労働者が介護休業を取得しやすくし、職業生活の円滑
な継続を援助、促進するため、介護休業給付の適切な
運営について周知(厚生労働省)

①介護休業制度や
介護のための勤務
時間短縮等の措
置、介護を行う労働
者の深夜業を制限
する制度、介護休
業給付制度等につ
いての周知徹底及
び企業における介
護休業制度等に係
る規定の整備の徹
底に向けた指導を
行い、その定着を図
る。

○介護休業その他
仕事と介護の両立
のための制度の定
着促進等

適切な行政指導の実施（厚生労働省）（５（１）イ①に前
掲）
　  「子ども・子育て応援プラン」（16年12月24日少子化
社会対策会議決定）において設定された育児休業取得
率等の目標値を踏まえ、育児・介護休業法の円滑な施
行を図るため、集団指導を中心とした計画的、効果的
な行政指導を実施

 育児・介護休業法の円滑な施行を図るため、集団指
導を中心とした計画的、効果的な行政指導を実施（厚
生労働省）

引き続き当該施策を実施予定（厚生労働省）

引き続き当該施策を実施予定（厚生労働省）

介護休業給付制度の周知について、今後も引き続き実
施（厚生労働省）

介護休業給付の支給状況 （人、百万円）

１７年度 １８年度

①　受給者数 6,082 6,559

男 1,331 1,483

女 4,751 5,076

②　支給金額 1,391 1,467

男 416 452

女 975 1,015

17年度

男性 0.02

女性 0.08

厚生労働省「女性雇用管理基本調査」より

　介護休業取得率（％）
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施策の基本的方向 具体的施策 担当府省 施策の実施状況及び関連統計等 今後の実施予定

○ ○

○ ○

○働き方の見直し

両立支援レベルアップ助成金（ベビーシッター費用等補
助コース）の支給（厚生労働省　平成７年度～）（５（１）
イ④に前掲）
　 労働者が育児・介護サービスを利用する際に要した
費用の全部又は一部について、補助等を行う旨を就業
規則等に規定し、実際に費用補助等を行った事業主
に、その補助等の額の一定割合を助成

エ　育児や家族の
介護を行う労働者
が働き続けやすい
環境の整備

両立支援レベルアップ助成金（休業中能力アップコー
ス）の支給（厚生労働省　平成４年度～）（５（１）イ①に
前掲）
　 育児休業又は介護休業取得者がスムーズに職場復
帰できるよう、これらの労働者の能力の開発及び向上
を図るため、職場復帰プログラムを実施した事業主・事
業主団体に支給

引き続き当該施策を実施予定（厚生労働省）

引き続き当該施策を実施予定（厚生労働省）

ベビーシッター費用等補助コースの支給状況

17年度 18年度

件数 572 570

金額（千円） 719,875 742,928

休業中能力アップコースの支給状況

17年度 18年度

件数 3,466 3,247

金額（千円） 214,332 201,544
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施策の基本的方向 具体的施策 担当府省 施策の実施状況及び関連統計等 今後の実施予定

厚生労働
省

○

○

○ ○

○ ○

○

①仕事と生活の調
和が図れるよう、働
き方の見直しを進め
るため、個々人の生
活等に配慮した労
働時間等の設定の
改善の促進及び仕
事と生活の調和に
係る社会的機運の
醸成のための取組
を行う。

労働時間等の設定改善に向けた取組の推進（厚生労
働省）
　  ・労働時間等設定改善援助事業の実施（平成18年
度～）
　  ・労働時間等設定改善推進助成金の支給（平成18
年度～）
　  ・特に時間外労働が長い事業場に対する自主的取
組の推進（平成18年度～）

仕事と生活の調和に係る社会的気運の醸成（厚生労
働省）
　  ・仕事と生活の調和推進会議の開催（平成18年度
～19年度）
　  ・仕事と生活の調和キャンペーンの推進（平成18年
度～19年度）

仕事と生活の調和の実現に向け、企業の取組に対す
る支援や、その成果について広く周知するなど、社会
的気運の醸成を図る。　（厚生労働省）

中央における取組　　（厚生労働省）
　  ・先進的モデル事業の実施（平成20年度～）

地方における取組　　（厚生労働省）
　  ・仕事と生活の調和推進会議の設置（平成20年度
～）
　  ・先進的モデル事業（地方版）の実施（平成20年度
～）
　  ・仕事と生活の調和推進指標診断サービス事業の
実施 成 年度

○ 関係省庁・経済界・労働界・地方公共団体との連携を図り
ながら、憲章と行動指針の周知を図るとともに、仕事と生
活の調和した社会の実現に向けた全体としての進ちょく状
況を評価。（内閣府）

・仕事と生活の調和の実現に向けた働き方の改革
・多様な働き方に対応した保育サービス等の子育て支
援策の再構築を「車の両輪」として進める必要があるこ
とを示した「子どもと家族を応援する日本」重点戦略を
策（平成19年12月27日少子化社会対策会議決定）。
（内閣府）

官民が一体となって、仕事と生活の調和の実現に取り
組むため、経済界、労働界、地方の代表者、関係会議
の有識者から構成される「ワーク・ライフ・バランス推進
官民トップ会議」を開催し、「仕事と生活の調和（ワーク･
ライフ･バランス）憲章」及び「仕事と生活の調和推進の
ための行動指針」を策定。（内閣府）

週60時間以上の雇用者の割合（％）

17年 18年

11.7 10.8週60時間以上の雇用者の割合
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施策の基本的方向 具体的施策 担当府省 施策の実施状況及び関連統計等 今後の実施予定

○

○

厚生労働
省

○ ○

○ ○

○

②長時間にわたる
時間外労働を行っ
ている者を平成21
年度までに１割以上
減少させる。（週労
働時間60時間以上
の雇用者の割合
平成16年12.2％）

仕事と生活の調和キャンペーンの実施（平成20年度
～）　（厚生労働省）

労働時間等の設定改善に向けた取組の推進（厚生労
働省）（５（１）エ①に前掲）
　  ・労働時間等設定改善援助事業の実施（平成18年
度～）
　  ・労働時間等設定改善推進助成金の支給（平成18
年度～）
　  ・特に時間外労働が長い事業場に対する自主的取
組の推進（平成18年度～）

仕事と生活の調和に係る社会的気運の醸成（厚生労
働省）(５（１）エ①に前掲)
　  ・仕事と生活の調和推進会議の開催（平成18年度
～19年度）
　  ・仕事と生活の調和キャンペーンの推進（平成18年
度～19年度）

仕事と生活の調和の実現に向け、企業の取組に対す
る支援や、その成果について広く周知するなど、社会
的気運の醸成を図る。　（厚生労働省）

中央における取組（厚生労働省）
　  ・先進的モデル事業の実施（平成20年度～）

地方における取組（厚生労働省）
　  ・仕事と生活の調和推進会議の設置（平成20年度
～）

デ

実施（平成20年度～）

労働時間等の設定改善に向けた取組の推進　（厚生
労働省）
　  ・職場意識改善助成金（仮称）の支給（平成20年度
～）
　  ・労働時間等設定改善援助事業の実施（平成18年
度～）
　  ・労働時間等設定改善推進助成金の支給（平成18
年度～）
　  ・特に時間外労働が長い事業場に対する自主的取
組の推進（平成18年度～）

11.7 10.8

　　総務省「労働力調査」より

週60時間以上の雇用者の割合

労働者１人平均年次有給休暇の取得率（％）

17年 18年

取得率 47.1 46.6

　　厚生労働省「就労条件総合調査」より
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施策の基本的方向 具体的施策 担当府省 施策の実施状況及び関連統計等 今後の実施予定

○

○

厚生労働
省

○ ○

○ ○

○

③企業全体に係る
労働者一人平均年
次有給休暇の取得
率を平成21年度ま
でに少なくとも55％
以上にする。（平成
16年度46.6％）

　  ・先進的モデル事業（地方版）の実施（平成20年度
～）
　  ・仕事と生活の調和推進指標診断サービス事業の
実施（平成20年度～）

仕事と生活の調和キャンペーンの実施（平成20年度
～）（厚生労働省）

労働時間等の設定改善に向けた取組の推進　（厚生
労働省）
　  ・職場意識改善助成金（仮称）の支給（平成20年度
～）
　  ・労働時間等設定改善援助事業の実施（平成18年
度～）
　  ・労働時間等設定改善推進助成金の支給（平成18
年度～）
　  ・特に時間外労働が長い事業場に対する自主的取
組の推進（平成18年度～）

労働時間等の設定改善に向けた取組の推進（厚生労
働省）（５（１）エ①に前掲）
　  ・労働時間等設定改善援助事業の実施（平成18年
度～）
　  ・労働時間等設定改善推進助成金の支給（平成18
年度～）
仕事と生活の調和に係る社会的気運の醸成（厚生労
働省）（５（１）エ①に前掲）
　  ・仕事と生活の調和推進会議の開催（18年度～19
年度）
　  ・仕事と生活の調和キャンペーンの推進（18年度～
19年度）

仕事と生活の調和の実現に向け、企業の取組に対す
る支援や、その成果について広く周知するなど、社会
的気運の醸成を図る。（厚生労働省）

中央における取組（厚生労働省）
　  ・先進的モデル事業の実施（平成20年度～）

地方における取組（厚生労働省）
　  ・仕事と生活の調和推進会議の設置（平成20年度
～）
　  ・先進的モデル事業（地方版）の実施（平成20年度
～）
　  ・仕事と生活の調和推進指標診断サービス事業の
実施 成 年度

週60時間以上の雇用者の割合（％）　　　　　５（１）エ①に前掲

17年 18年

11.7 10.8

　　総務省「労働力調査」より

週60時間以上の雇用者の割合

週60時間以上の雇用者の割合（％）　　　　　５（１）エ①に前掲

17年 18年

労働者１人平均年次有給休暇の取得率（％）

17年 18年

取得率 47.1 46.6

　　厚生労働省「就労条件総合調査」より
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施策の基本的方向 具体的施策 担当府省 施策の実施状況及び関連統計等 今後の実施予定

○

○

厚生労働
省

○ ○

○育児期の男性の
働き方の見直し

厚生労働
省

○ ○

短時間正社員制度導入の手順等をまとめたマニュアル
を事業主へ提供するとともに、実際に短時間正社員制
度を導入した事業主に対して助成金を支給するなど、
制度普及に向けた取組を実施（厚生労働省　平成18年
～）（３（４）ア①に前掲）

両立支援レベルアップ助成金（男性労働者育児参加促
進コース）の支給(厚生労働省　平成17年度～）
　 男性の育児休業取得を促進するなど、男性の育児
参加を可能とするような職場づくりに向けた取組を行う
事業主を指定した上で、実際に取組を行った場合に支
給

④短時間正社員な
ど公正な処遇が図
られた多様な働き
方の普及を目指
す。

⑤育児期の男性の
育児等の時間を先
進国並みにするな
ど、男性が育児参
加できる働き方を普
及促進するため、男
性の育児休業取得
を促進するととも
に、時間外労働の
短縮や小学校就学

引き続き当該施策を実施予定（厚生労働省）

引き続き当該施策を実施予定（厚生労働省）

労働時間等の設定改善に向けた取組の推進　（厚生
労働省）
　  ・職場意識改善助成金（仮称）の支給（平成20年度
～）
　  ・労働時間等設定改善援助事業の実施（平成18年
度～）
　  ・労働時間等設定改善推進助成金の支給（平成18
年度～）
　  ・特に時間外労働が長い事業場に対する自主的取
組の推進（平成18年度～）

実施（平成20年度～）

仕事と生活の調和キャンペーンの実施（平成20年度
～）　（厚生労働省）

17年 18年

11.7 10.8

　　総務省「労働力調査」より

週60時間以上の雇用者の割合

男性労働者育児参加促進コースの支給状況

17年度 18年度

件数 178 168

労働者１人平均年次有給休暇の取得率（％）

17年 18年

取得率 47.1 46.6

　　厚生労働省「就労条件総合調査」より
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施策の基本的方向 具体的施策 担当府省 施策の実施状況及び関連統計等 今後の実施予定

厚生労働
省

○ ○

○ ○

○

○ ○

厚生労働
省

○

 「両立指標に関する指針」の策定（厚生労働省　平成
15年4月）

ファミリー・フレンドリー企業表彰の実施（厚生労働省
平成11年度～18年度）

⑥仕事と育児・介護
とが両立できる様々
な制度を持ち、多様
でかつ柔軟な働き
方を労働者が選択
できるような取組を
行うファミリー・フレ
ンドリー企業を目指
す企業の取組を支
援するなど、企業に
おける自主的な取
組の促進を図る。

⑦ファミリー・フレン
ドリー企業の表彰企
業数を平成21年度
までの累計で700企
業にする。（平成17
年度までの累計270
企業

○企業における仕
事と子育て・介護の
両立支援の取組の
促進、評価

インターネット上に、「両立指標」を活用した企業診断が
行えるシステム「ファミリー・フレンドリー・サイト」を開発
（厚生労働省　平成16年３月）

短縮や小学校就学
前の子を養育する
労働者の短時間勤
務制度、所定外労
働を免除する制度
等の普及促進を図
る。

引き続き当該施策を実施予定（厚生労働省）

均等企業表彰とファミリー・フレンドリー企業表彰を統合
した均等・両立推進企業表彰を実施（厚生労働省　平
成19年度～　）　（３（１）イ①に前掲）

均等・両立推進企業表彰（ファミリー・フレンドリー企業
部門）表彰数(累計）　（厚生労働省）

引き続き当該施策を実施予定（厚生労働省）

引き続き当該施策を実施予定（厚生労働省）

件数 178 168

金額（千円） 89,000 84,000

17年度 18年度 19年度

企業数 270 304 310
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施策の基本的方向 具体的施策 担当府省 施策の実施状況及び関連統計等 今後の実施予定

厚生労働
省

○ ○

厚生労働
省

○

厚生労働
省

○

企業における次世代育成支援の取組の推進（厚生労
働省　　平成16年度～）
　 ・一般事業主行動計画策定・届出促進のための周
知・啓発
　 ・次世代育成支援推進センターによる一般事業主行
動計画の策定・実施 に関する、一般事業主に対する
相談援助等の支援

企業）

⑩一般事業主行動
計画を策定し、次世
代育成支援に取り
組む大企業の割合
を平成21年度まで
に100％にする。

⑨次世代育成支援
対策推進法に基づ
く認定企業（男性の
育児休業取得実績
がある企業）の割合
を平成21年度まで
に計画策定企業の
20％以上にする。

⑧企業における、次
世代育成支援対策
推進法に基づく一
般事業主行動計画
の策定・実施につい
て支援する。

一般事業主行動計画届出割合（厚生労働省）

(参考）次世代育成支援対策推進法に基づく認定企業
数（厚生労働省）

企業における次世代育成支援の取組の一層の推進
（厚生労働省）
　 次世代育成支援推進センターにおいて、事業主に対
する相談・援助を実施し、中小企業における一般事業
主行動計画の策定、届出を促進するとともに、多くの事
業主が認定を目指して取組を行うよう一層の周知・啓
発に取り組む。

一般事業主行動計画届出数

17年度末 18年度末

大企業（301人以上） 12,726 13,219

中小企業(300人以下） 1,657 5,736

計 14,383 18,955

企業数 270 304 310

19年9月末

大企業（301人以上） 340

中小企業（300人以下） 26

計 366

17年度末 18年度末

大企業（301人以上） 99.1% 99.8%
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施策の基本的方向 具体的施策 担当府省 施策の実施状況及び関連統計等 今後の実施予定

厚生労働
省

○ ○

経済産業
省

○ ○

厚生労働
省

○ ○

⑫仕事と育児を両
立できる職場環境
づくり等、少子化に
対応した経営を行っ
ている中小企業の
例を調査・分析した
上で、ベストプラク
ティスを普及するこ
とにより中小企業の
少子化対策を促進
する。

⑬育児・介護をしな
がら働き続ける労働
者等に対し、電話等
により育児、介護、
家事等に関する各
種サービスについ

地域 体的

○育児・介護を行う
労働者に対する相
談・情報提供

⑪企業と地域の子
育て支援グループ
が連携を図り、地域
における子育て支
援環境が整備され
るよう奨励する。

これまで、少子化対応経営の取組によって有為な結果
を得ることができている事例を整理。他社へ参考モデ
ルとして紹介すべく、パンフレット（事例集）を作成し、普
及。(平成18年度～22年度)
実績：全国の商工会議所、各都道府県等を通じ、５万
部を配布。（経済産業省）

次世代育成支援対策推進法第７条に基づき定められ
た「行動計画策定指針」において、一般事業主行動計
画に盛り込むことが望ましい事項として「地域におい
て、子どもの健全育成、疾患・障害を持つ子供の支援、
子育て家庭の支援等を行うＮＰＯや地域団体等につい
て、その活動への労働者の積極的な参加を支援す
る。」ことを例示し、各企業の取組を推進（厚生労働省
平成16年～）

育児・介護等のサービスに関する情報をインターネット
で提供（厚生労働省　平成14年6月～）（３（３）イ①に前
掲）

引き続き当該施策を実施予定（厚生労働省）

これまでに得られた事例を分析、知見・教訓を類型化
するなどそ、中小企業経営者が少子化対応経営にあ
たり、実務的に利用できるよう、具体的な導入方法をマ
ニュアルとしてまとめ、普及。（経済産業省）

引き続き当該施策を実施予定（厚生労働省）
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施策の基本的方向 具体的施策 担当府省 施策の実施状況及び関連統計等 今後の実施予定

○保育サービスの
整備

厚生労働
省

○ ○

○

○  延長保育の推進（厚生労働省）
　 平成16年度　12,783か所→　平成21年度　16,200か
所

（２）多様なライフ
スタイルに対応し
た子育て支援策
の充実

ての地域の具体的
情報を提供するフ
レーフレー・テレフォ
ン事業を拡充すると
ともに、インターネッ
ト等を活用し、保育・
育児に関する情報
を始め、仕事と育
児・介護の両立のた
めの相談、情報提
供等の充実を図る。

①多様な保育サー
ビス需要に適切に
対応し、仕事と子育
ての両立の負担感
を軽減するため、延
長保育、休日保育、
夜間保育、病気回
復期にある乳幼児
保育の普及、事業
所内託児施設の設
置・運営、気軽に利
用できる子育て支
援拠点の整備の推
進等、子育て家庭
が必要なときに利用
できる保育サ ビス

ア　多様なライフス
タイルに対応した子
育て支援策の充実

待機児童ゼロ作戦のさらなる展開（厚生労働省　平成
17年度～）
　 待機児童50人以上の市町村を中心に、平成19年度
までの3年間で 集中的に受け入れ児童数の拡大を図
る。
　 平成16年度 203万人→平成21年度　215万人
　 　（平成18年度実績　211万人）
　 　（平成17年度実績　208万人）

平成16年12月に少子化対策会議において決定した少
子化対策大綱に基づく重点施策の具体的実施計画に
ついて（「子ども・子育て応援プラン」）に基づき、待機児
童の計画的解消、多様な保育サービスの一層の充実
を促進。（厚生労働省）

病児・病後児保育事業を再編し、病児・病後児に対す
る保育の充実を図る。（厚生労働省）
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施策の基本的方向 具体的施策 担当府省 施策の実施状況及び関連統計等 今後の実施予定

○

○

○

○ ○

厚生労働
省

○ ○

保育サービスの質の向上と情報提供を推進
　 ・児童福祉施設に係る第三者評価事業を推進（厚生
労働省　平成14年度～）
　 ・インターネット上に「ｉ－子育てネット」を開設し、保育
所情報等 広範な子育て情報を提供（厚生労働省　平
成13年度～）

休日保育の推進（厚生労働省）
　 平成16年度　666か所→　平成21年度　2,200か所

夜間保育の推進（厚生労働省）
　 平成16年度　66か所→　平成21年度　140か所

待機児童ゼロ作戦のさらなる展開（厚生労働省　17年
度～）（５（２）ア①に前掲）
待機児童50人以上の市町村を中心に、平成19年度ま
での3年間で集中的に受け入れ児童数の拡大を図る。
平成16年度 203万人→平成21年度　215万人
　（平成18年度実績　211万人）
　（平成17年度実績　208万人）

 両立支援レベルアップ助成金（事業所内託児施設設
置・運営コース）の支給 (厚生労働省　5年度～）
　 労働者のための託児施設を事業所内（労働者の通
勤経路又はその近接地域を含む）に設置、運営及び増
築等を行う事業主・事業主団体に、その費用の一部を
助成。また、保育遊具等購入費用の一部についても助
成。

平成16年12月に少子化対策会議において決定した少
子化対策大綱に基づく重点施策の具体的実施計画に
ついて（「子ども・子育て応援プラン」）に基づき、待機児
童の計画的解消、多様な保育サービスの一層の充実
を図っていく。 （厚生労働省）

②「待機児童ゼロ作
戦」を推進し、待機
児童50人以上の市
町村を中心に、平
成19年度までの3年
間で集中的に受入
れ児童数の拡大を
図り、平成21年度に
215万人の受入れ
児童数 拡大を図

できる保育サービス
等を充実する。ま
た、保育サービスの
質の向上と情報提
供を推進し、適切な
サービスの選択が
行われるようにす
る。

事業所内託児施設の設置・運営等に対する支援の推
進（厚生労働省）
　 従業員のために事業所内託児施設を設置、運営又
は増築等を行う事業主に対する助成措置の対象企業
数を拡大する。

事業所内託児施設設置・運営コースの支給状況

17年度 18年度

件数 177 234

金額（千円） 726,442 1,252,685

19



施策の基本的方向 具体的施策 担当府省 施策の実施状況及び関連統計等 今後の実施予定

厚生労働
省

○ ○

厚生労働
省

○ ○

厚生労働
省

○ ○

○放課後児童対策
の充実

厚生労働
省

○ 平成19年度より、文部科学省の実施する「放課後子ど
も教室推進事業」と一体的あるいは連携して、総合的
な放課後対策として実施する「放課後子どもプラン」を
創設し、必要なすべての小学校区での実施をめざすこ
ととしている。（厚生労働省）

休日保育の推進（厚生労働省　平成12年度～）
休日や祝日に働く保護者が安心して子どもを預けられ
る場を確保する。
（平成18年度　実施箇所数 798か所）
（平成17年度　実施箇所数 706か所）

平成16年12月に少子化対策会議において決定した少
子化対策大綱に基づく重点施策の具体的実施計画に
ついて（「子ども・子育て応援プラン」）に基づき、待機児
童の計画的解消、多様な保育サービスの一層の充実
を促進。 （厚生労働省）

延長保育の推進（厚生労働省　昭和56年度～）
基本の開所時間である11時間を超えて行われる保育
を推進する。
（平成18年度　実施箇所数14,431か所）
（平成17年度　実施箇所数13,677か所）

夜間保育の推進（厚生労働省　平成元年度～）
　 病院等夜間の勤務が必要な保護者が安心して子ど
もを預けられる場を確保する。
　 （平成18年度　実施箇所数 69か所）
　 （平成17年度　実施箇所数 66か所）

平成16年12月に少子化対策会議において決定した少
子化対策大綱に基づく重点施策の具体的実施計画に
ついて（「子ども・子育て応援プラン」）に基づき、待機児
童の計画的解消、多様な保育サービスの一層の充実
を促進。 （厚生労働省）

平成16年12月に少子化対策会議において決定した少
子化対策大綱に基づく重点施策の具体的実施計画に
ついて（「子ども・子育て応援プラン」）に基づき、待機児
童の計画的解消、多様な保育サービスの一層の充実
を促進。 （厚生労働省）

③延長保育を推進
し、平成21年度まで
に16,200か所の保
育所での実施を図
る。（平成16年度
12,783か所）

④休日保育を推進
し、平成21年度まで
に2,200か所の保育
所での実施を図る。
（平成16年度666か
所）

⑤夜間保育を推進
し、平成21年度まで
に140か所での実施
を図る。（平成16年
度66か所）

⑥学校の余裕教室
を活用した放課後
児童クラブの推進な
ど、放課後に保護
者がいない主として
小学校低学年児童

対する放課後

児童数の拡大を図
る。（平成16年度
203万人）

放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）の実施か所数　　（厚生労働省）

１７年 １８年 １９年

か所数（か所） 15,184 15,857 16,685

登録児童数（人） 654,823 704,982 749,478

（各年5月1日現在）
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施策の基本的方向 具体的施策 担当府省 施策の実施状況及び関連統計等 今後の実施予定

厚生労働
省

○幼稚園における
子育て支援の充実

文部科学
省

○ ○ 引き続き実施予定。（文部科学省）

○ ○ 引き続き実施予定。（文部科学省）

⑦放課後児童クラ
ブについて平成21
年度までに17,500か
所での実施を図る。
（平成16年度15,134
か所）

に対する放課後児
童対策を充実する。

幼稚園の子育て支援活動の推進（文部科学省　平成７
年度～）
教育機能又は施設を広く地域に開放することを推進す
る私立の幼稚園に特別な助成措置を講じる都道府県
に対して補助。
　平成17年度　34都道府県、2,548園へ補助
　平成18年度　35都道府県、2,715園へ補助

預かり保育推進事業（文部科学省　平成９年度～）
「預かり保育」を継続的に実施する私立の幼稚園に特
別な助成措置を講じる都道府県に対して補助。
　平成17年度　47都道府県、5,287園へ補助
　平成18年度　47都道府県、5,402園へ補助

⑧幼稚園の施設や
機能を地域に開放
し、地域の実情に応
じた子育て相談や
保護者同士の交流
の場の提供等を推
進する。また、通常
の教育時間終了後
も引き続き希望する
園児を預かるなど、
幼稚園の運営の弾
力化を図る。

学校の余裕教室で実施しているクラブ数及び全体に占める実施率（厚生労働省

１７年 １８年 １９年

か所数（か所） 4,216 4,435 4,759

実施率 27.8% 28.0% 28.5%

（各年5月1日現在）

17年 18年 19年
か所数（か所） 15,184 15,857 16,685
登録児童数（人） 654,823 704,982 749,478

放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）の
実施か所数（厚生労働省）

（各年5月1日現在）
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施策の基本的方向 具体的施策 担当府省 施策の実施状況及び関連統計等 今後の実施予定

○ ○

○ ○

○総合施設の設置

○ ○

○幼稚園就園奨励
事業の促進

現在改訂作業を進めている幼稚園教育要領において、
いわゆる「預かり保育」や「子育て支援」が充実するよ
う、その内容や方法等について検討を実施（文部科学
省）

平成19年６月に改正された学校教育法において、幼稚
園におけるいわゆる「預かり保育」を位置付けるととも
に、幼稚園に対し、保護者や地域の要請に応じて幼児
期の教育の支援を提供するよう努力義務規定を新設。
（文部科学省　平成19年６月）

文部科学省に「子育て支援に関する研修プログラム作
成協力者会議」を設置し、子育て支援に関する研修プ
ログラムの検討を開始。（文部科学省　平成18年11月
～）

「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提
供の推進に関する法律(平成18年法律第77号）」の成
立・施行（文部科学省、厚生労働省　平成18年度）
幼稚園、保育所等のうち、
　①就学前の子どもに教育・保育を提供する機能（保育
に欠ける子どもも欠けない子どもも受け入れて教育・保
育を一体的に行う機能）
　②地域における子育て支援を行う機能（すべての子
育て家庭を対象に、子育て不安に対応した相談や親子
のつどいの場の提供などを行う機能）
を備える施設について、都道府県が「認定こども園」と
して認定する仕組みを創設。（文部科学省）

　　認定件数(平成19年８月１日現在）　105件

引き続き検討を行い、平成20年中を目途に報告書を作
成する予定。（文部科学省）

申請見込件数（平成19年４月１日現在）（文部科学省、
厚生労働省）
　　　　＜平成19年度中＞　　　 542件
　　　　＜平成20年度以降＞　1460件

⑨就学前の教育・
保育を一体としてと
らえた一貫した総合
施設については、平
成17年度に先行実
施している試行事
業の結果を踏まえ、
必要な法整備を行
い、平成18年度から
本格的に実施する。

文部科学
省、厚生
労働省
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施策の基本的方向 具体的施策 担当府省 施策の実施状況及び関連統計等 今後の実施予定

文部科学
省

○ ○

○地域の子育て・介
護支援体制の整備

厚生労働
省

○

引き続き実施予定。（文部科学省）

次世代育成支援対策交付金（ソフト交付金）事業目標
値（厚生労働省）

※平成19年度より病児・病後児保育事業に改称
　　平成20年度より保育対策等促進事業へ移行・再編

⑩幼稚園児の保護
者の所得状況に応
じて、教育に係る経
済的負担の軽減を
図るため、幼稚園就
園奨励事業を推進
する。

⑪各市町村が展開
している様々な子育
て支援事業につい
て、地域のニーズを
踏まえた取組が推
進されるよう、支援
の充実を図る。

次世代育成支援対策交付金（ソフト交付金）事業　（厚
生労働省　平成17年度～）
　 次世代育成支援対策推進法に基づき策定された市
町村行動計画に定められて いる地域の特性や創意工
夫を活かした子育て支援事業その他次世代育成支援
対策に資する事業の実施を支援する。

保護者の所得状況に応じて経済的負担を軽減するとと
もに、公・私立幼稚園間における保護者負担の格差の
是正を図るため、幼稚園就園奨励補助事業の充実を
図っている。（文部科学省）

17年度 18年度

生後４か月までの全戸訪問事業

（こんにちは赤ちゃん事業）の － －

実施市町村数(Ｈ１９～）

育児支援家庭訪問事業（実施市町村数） 400 451

短期入所生活援助（ｼｮｰﾄｽﾃｲ）事業 430 511

夜間看護等（ﾄﾜｲﾗｲﾄ）事業実施か所数 210 236

ﾌｧﾐﾘｰ・サポート・ｾﾝﾀｰの設置か所数 437 480

延長保育実施か所数 13,677 8,976

乳幼児健康支援一時預かり事業

実施か所数 598 688

要保護児童対策協議会（虐待防止

ﾈｯﾄﾜｰｸ）を設置している市町村数 1,224 1,271

21年度目標

生後４か月までの全戸訪問事業

（こんにちは赤ちゃん事業）の 全市町村

実施市町村数

育児支援家庭訪問事業（実施市町村数） 全市町村

短期入所生活援助（ｼｮｰﾄｽﾃｲ）事業 870

夜間看護等（ﾄﾜｲﾗｲﾄ）事業実施か所数 560

ﾌｧﾐﾘｰ・サポート・ｾﾝﾀｰの設置か所数 710

延長保育実施か所数 16,200

乳幼児健康支援一時預かり事業※

実施か所数 1,500

要保護児童対策協議会（虐待防止 全市町村

ﾈｯﾄﾜｰｸ）を設置している市町村数
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施策の基本的方向 具体的施策 担当府省 施策の実施状況及び関連統計等 今後の実施予定

厚生労働
省

○ ○

○

厚生労働
省

○ ○

厚生労働
省

○

地域子育て支援拠点事業（厚生労働省　平成19年度
～）
　 地域において子育て親子の交流等を促進する子育
て支援拠点を設置することにより、地域の子育て支援
の推進を図る。

 地域子育て支援センター事業（厚生労働省　平成５年
度～平成18年度）
　 保育所等において、専業主婦等が育児不安につい
て専門家に相談したり、地域の育児サークル活動を行
うことのできる地域子育て支援センター事業を推進す
る。
　 （平成18年度　実施箇所数　3,436か所）
　 （平成17年度　実施箇所数　3,167か所）

ファミリー・サポート・センターの設置状況（厚生労働省）

地域子育て支援拠点事業（厚生労働省）
　 すべての子育て家庭が歩いていける場所に気兼ね
なく親子で集まって、相談や交流ができる（子育て支援
拠点がすべての中学校区に１か所以上ある）よう推進
を図る。

平成16年12月に少子化対策会議において決定した少
子化対策大綱に基づく重点施策の具体的実施計画に
ついて（「子ども・子育て応援プラン」）に基づき、待機児
童の計画的解消、多様な保育サービスの一層の充実
を図っていく。（厚生労働省）

⑫子育て中の親子
が相談、交流、情報
交換できる場を身近
な場所に整備する
つどいの広場事業
を推進し、平成21年
度までに1,600か所
での実施を図る。
（平成16年度154か
所）

⑬保育所等におい
て、専業主婦等が
育児不安について
専門家に相談した
り、地域の育児サー
クル活動を行うこと
のできる地域子育
て支援センター事業
を推進し、平成21年
度までに4,400か所
での実施を図る。
（平成16年度2,783
か所）

⑭急な残業や子ど
もの急病等に対応
し、臨時的、突発的
な保育等を地域に
おける相互援助活
動として行うファミ

ポ

つどいの広場事業（厚生労働省　平成14年度～18年
度）
　 子育て中の親子が気軽に集い、相談・交流できる
「つどいの広場」を身近な場所に設置し、地域の子育て
支援の推進を図る。

17年度 18年度

480箇所 682箇所

17年度 18年度

設置数 437 480
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施策の基本的方向 具体的施策 担当府省 施策の実施状況及び関連統計等 今後の実施予定

○

厚生労働
省

○ ○

厚生労働
省

○ ○

経済産業
省

○ ○少子高齢化等対応中小商業活性化事業において、商
店街の空き店舗を活用したコミュニティ施設の設置・運
営に対して補助を実施。（平成18年度～22年度）（経済

ショートステイ事業・トワイライトステイ事業実施箇所数
（厚生労働省）
　 平成18年度   ショートステイ事業　    511か所
　   　　　　　　　　 トワイライトステイ事業　236か所

高齢者活用子育て支援事業
　 高齢者に就業機会を確保・提供するシルバー人材セ
ンターを活用し、就学前幼児に対する保育施設からの
送迎、世話などの育児支援等を実施（厚生労働省）

緊急サポートネットワーク事業の展開状況（厚生労働
省）

引き続き当該施策を実施（厚生労働省）

引き続き実施予定（厚生労働省）

引き続き、少子高齢化等対応中小商業活性化事業に
よる支援を実施。（経済産業省）

⑮保護者の疾病や
育児疲れ、恒常的
な残業などの場合
における児童養護
施設等での児童の
一時的な預かりを
推進する。平成21
年度までにショート
ステイ事業について
870か所、トワイライ
トステイ事業につい
て560か所での実施
を図る。（平成16年
度それぞれ364か
所、134か所）

⑯高齢者の就労機
会・社会参加の場を
提供するシルバー
人材センターにおい
て、乳幼児の世話
や保育施設への送
迎などの育児支援、
就学児童に対する
放課後・土日におけ
る学習・生活指導等
の支援を行う。

⑰地域の子育てを
支援するため、商店
街の空き店舗等を

リー・サポート・セン
ター事業の拡充を
進め、平成21年度
までに710か所での
実施を図る。（平成
16年度368か所）

シルバー人材センター会員（子育て支援事業）の就業延人員

17年度 18年度

人員（千人日） 287 347

（社）全国シルバー人材センター事業協会調べ

17年度 18年度 19年度

団体数 26 37 40
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施策の基本的方向 具体的施策 担当府省 施策の実施状況及び関連統計等 今後の実施予定

経済産業
省

○ ○

○

○ ○

文部科学
省、厚生
労働省

産業省）
※平成18年度においては、子育て支援のためのコミュ
ニティ施設の設置運営14件を採択。

サービス産業創出支援事業（育児支援関連サービス分
野）　（経済産業省　平成18年度～19年度）
　保護者等のニーズを踏まえ、ＮＰＯ・民間企業等の連
携による新たな育児支援関連サービスの提供に対する
支援を実施。
※平成19年度においては事業名称を「サービス産業生
産性向上支援調査事業（ビジネス性実証事業（育児支
援関連サービス分野））」に変更し実施。（経済産業省）

18～19年度事業進捗状況　　　　　（19年７月現在）
　　　　　　　　　　　　18年度　　　　　　　　19年度
　応募件数　　　　　　53件　　　　　　　　　 16件
　採択件数　　　　　　16件　　　　　　　　　　４件

放課後や週末等に小学校の余裕教室等を活用して、
子どもたちの安全・安心な活動拠点（居場所）を設け、
地域の多様な方々の参画を得て、学習活動や様々な
体験・交流活動等を推進する取組を実施。（文部科学
省　平成16年度～18年度）
　平成17年度：約　8,000カ所
　平成18年度：約　8,300カ所

サービス産業創出支援事業（育児支援関連サービス分
野）　（経済産業省　平成18年度～19年度）
※平成19年度においては事業名称を「サービス産業生
産性向上支援調査事業（ビジネス性実証事業（育児支
援関連サービス分野））」に変更し実施。
本施策については、平成19年度で終了。（経済産業
省）

⑱少子化対策に資
する育児関連サー
ビス産業等につい
て、関係省庁とも連
携し、基盤事業の整
備等の支援を行う。

⑲子どもや高齢者
を含めた地域の
人々の交流の機会
を設けることにより、
地域全体で子ども
たちの豊かな人間
性を育む環境を醸
成する。

活用したコミュニティ
施設の設置・運営
等に対する支援を
行う。

放課後や週末における子どもの安全で健やかな活動
場所を確保し、学習やスポーツ・文化活動等の取組を
実施する「放課後子ども教室推進事業（放課後子ども
プラン）」を開始。（文部科学省　平成19年度～）

引き続き実施予定。（文部科学省）
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施策の基本的方向 具体的施策 担当府省 施策の実施状況及び関連統計等 今後の実施予定

○

○ＮＰＯ等の支援

内閣府、
厚生労働
省

○ ○

○ ○

○家庭教育支援

文部科学
省

○ ○

○

○ 平成20年度より、「地域における家庭教育支援基盤形
成事業」において、地域において、情報や学習機会の
提供、相談体制の充実をはじめとするきめ細かな家庭

市民活動に関する情報提供の充実策として、内閣府Ｎ
ＰＯホームページで全国の特定非営利活動法人に関
する基本情報やＮＰＯ関連施策情報を入手可能とする
「ＮＰＯ情報ポータルサイト」や「ＮＰＯ施策ポータルサイ
ト」の運用を実施（内閣府　平成18年度～）。

市民活動団体の活動について、各地の先駆的なモデ
ル事業の実施を通して効果的な活動促進策を分析し、
全国に紹介。（内閣府　平成17～19年度）

市民活動に関する情報提供の充実策として、「ＮＰＯ情
報ポータルサイト」や「ＮＰＯ施策ポータルサイト」の運
用(内閣府　平成20年度）。

市民活動の担い手の育成として、NPOと地方自治体の
協働事業を支援し、「官民パートナーシップによる地域
活性化モデル」として広く情報発信。（内閣府　平成20
年度）

「家庭教育支援総合推進事業」において、子育ての悩
みや様々な課題・困難を抱える親等に対する情報や学
習機会の提供、相談体制の充実等きめ細かな家庭教
育支援の取組を実施。（文部科学省）

⑳地域に根ざして
子育て支援活動を
行っているＮＰＯな
どに、各種子育て支
援に関する情報提
供や活動場所の確
保等の支援を行う。

21.すべての親に対
するきめ細やかな
家庭教育支援を進
め、親が子育て中
の悩みや不安を払
拭し、自信を持って
子育てができるよ
う、行政と子育て支
援団体が連携した
家庭教育に関する

家庭教育手帳の作成。（文部科学省）

「地域ボランティア活動推進事業」を実施。（文部科学
省　平成17年度～18年度）

引き続き作成予定。（文部科学省）
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施策の基本的方向 具体的施策 担当府省 施策の実施状況及び関連統計等 今後の実施予定

○

○ ○

○子育てのための
資産形成の支援

総務省 ○ ○

○

○児童虐待への取
組の推進

厚生労働
省

○ 児童虐待への取組の推進　　（厚生労働省）

引き続き実施予定。（文部科学省）

教育支援を行うことにより、家庭教育支援基盤の形成
を促進する予定。（文部科学省）

平成19年10月１日の民営化前に預入された教育積立
郵便貯金は、独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険
管理機構が管理することとされており、同機構が新たな
郵便貯金の取扱いを行わないことから、平成19年10月
１日以降は新たな預入の取扱いは行わない。（総務
省）

利用状況
【教育積立貯金】
　　　　　　　口座数（千口座）　現在高（億円）
12年度　　　１１　　　　　　　　　　６７
13年度　　　１１　　　　　　　　　　７２
14年度　　　１１　　　　　　　　　　７６
15年度　　　１１　　　　　　　　　　７７
16年度　　　１０　　　　　　　　　　７６
17年度　　　　９　　　　　　　　　　７０
18年度　　　　７　　　　　　　　　　５９

教育積立貯金等の提供を通じて、自助努力による子育
てのための資産形成を支援。（総務省）

23.近年増加してい
る児童虐待に対し
ては、福祉、保健、

22.教育積立貯金等
を通じて自助努力
による子育てのた
めの資産形成の支
援を行う。

家庭教育に関する
学習機会の提供やＩ
Ｔ活用を含む家庭教
育支援など、家庭の
教育力の向上に向
けた総合的な施策
を推進する。

「ITを活用した次世代型家庭教育支援手法開発事業」
において、携帯電話による子育て相談や情報提供等を
実施。（文部科学省）

子どもの望ましい基本的生活習慣を育成し、生活リズ
ムを向上させる「早寝早起き朝ごはん」国民運動の全
国各地域における取り組みが図られるよう、普及啓発
や先進的な実践活動等の効果について調査研究を実
施。（文部科学省　平成18年度～）

21年度目標値　　（厚生労働省）

生後４か月までの全戸訪問事業 全市町村児童相談所における児童虐待相談対応件数（厚生労働省調べ）
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施策の基本的方向 具体的施策 担当府省 施策の実施状況及び関連統計等 今後の実施予定

○

○

○

国土交通
省

○ ○

○

児童虐待の防止等に関する法律及び児童福祉法の一
部改正（平成19年５月成立、20年４月施行）

生後４か月までの全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん
事業）の実施（厚生労働省　平成19年度～）

子供を育成する家庭等の住宅確保要配慮者に対する
賃貸住宅の供給の促進に関する基本となる事項等を
定めた、「住宅確保要配慮者に対する住宅の供給の促
進に関する法律」の成立、施行（平成19年6月）（国土交
通省）

育児支援家庭訪問事業の実施（厚生労働省　平成16
年度～）

引き続き取組を実施（国土交通省）24.子育て世帯向け
の広くゆとりある住
宅の確保や、世代
間が互いに助け合
いながら充実した住
生活を実現するた
めの近居等を支援
する。また、職住近
接で子育てのしや
す 都心居住や

教育、警察、司法等
の関係機関の適切
な連携の下、児童
虐待の防止等に関
する法律及び児童
福祉法の適正な運
用を図り、児童虐待
の早期発見・早期
対応、被害児童の
迅速かつ適切な保
護に努める。

○子育てを支援す
る良質な住宅、居住
環境及び道路交通
環境の整備

地域優良賃貸住宅制度による子育て世帯等各地域に
おける居住の安定に特に配慮が必要な世帯向けの良
質な賃貸住宅の供給支援（平成19年度～）（国土交通

17年度 18年度

設置市町村数 1,224 1,271

設置率 51.0% 69.0%

・要保護児童対策地域協議会（虐待防止ネットワーク）を設置している市町村数（厚生労働省調べ）（各４月１日現在）

生後４か月までの全戸訪問事業 全市町村

（こんにちは赤ちゃん事業）実施市町村数

育児支援家庭訪問事業の実施市町村数 全市町村

要保護児童対策地域協議会 全市町村

（虐待防止ネットワーク）を設置している市町村数

児童相談所における児童虐待相談対応件数（厚生労働省調べ）

17年度 18年度

件数 34,472 37,323
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施策の基本的方向 具体的施策 担当府省 施策の実施状況及び関連統計等 今後の実施予定

○

○

○

○

○

○

子育て世帯の入居を受け入れる賃貸住宅の登録や居
住に関する各種サポート等を行うあんしん賃貸支援事
業（18年度～）（国土交通省）
　実績：H18年度末現在　８箇所の自治体が事業に参
加

高齢者の住み替え支援制度により高齢者が所有する
戸建て住宅等を子育て世帯等に賃貸することを円滑化
（国土交通省　平成18年度～）

すい都心居住や、
公共賃貸住宅等と
保育所等の子育て
支援に資する施設
の一体的整備を推
進する。

省）

住生活基本法に基づき、住生活基本計画（全国計画）
を閣議決定（平成18年9月）（国土交通省）

住生活の安定の確保及び向上の促進に関する施策に
ついて、基本理念等を定めた「住生活基本法」の成立、
施行（平成18年6月）（国土交通省）

大都市地域等の既成市街地において、職住近接型の
市街地住宅の供給と良好な住宅市街地の整備を総合
的に推進
　住宅市街地総合整備事業（16年度～）（国土交通省）
　実績：　H17　455地区　H18　414地区
　　　　    H19　371地区
住宅金融支援機構の証券化支援事業による良質な住
宅取得の支援（15年度～）（国土交通省）
　実績：　H17　59,573戸　H18　59,409戸
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施策の基本的方向 具体的施策 担当府省 施策の実施状況及び関連統計等 今後の実施予定

○

○

○

○

国土交通
省

○ ○ 引き続き取組みを実施（国土交通省）

内閣府、
警察庁

○

特定優良賃貸住宅制度によるファミリー向け賃貸住宅
の供給支援（国土交通省　平成5年度～18年度）
　実績：　H5～H18累計　約22万戸

公共賃貸住宅団地における保育所との一体的整備（国
土交通省）
　実績：　H18年度末現在　413施設

25.都市空間におい
て緑地や子供の遊
び場の確保に配慮
した都市計画を策
定する。

26.安心して子育て
ができるよう、交通
規制の実施や交通

あんしん歩行エリアの整備（警察庁及び国土交通省
15年度～19年度）
　　死傷事故発生割合が高い796地区を「あんしん歩行

都市計画決定された公園・緑地（整備済）
平成18年3月31日時点
都市計画公園　　36,452ヶ所　 69,857ha
都市計画緑地　　　2,104ヶ所　 17,129ha
（参考）
都市計画決定された公園・緑地（整備済）
平成17年3月31日時点
都市計画公園　　36,440ヶ所　 68,833ha
都市計画緑地　　　2,080ヶ所　 16,405ha

都市再生機構の民間供給支援型賃貸住宅制度による
良質なファミリー向け賃貸住宅の供給支援（14年度～）
（国土交通省）
　実績：　H17　1,100戸　H18　1,300戸

都市再生機構賃貸住宅（新規供給）における近居に関
する優遇措置（国土交通省　平成12年度～）
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施策の基本的方向 具体的施策 担当府省 施策の実施状況及び関連統計等 今後の実施予定

○ ○

○ ○

○子育てバリアフ
リー等の推進

国土交通
省

○ ○

○

○

チャイルドシートの使用率が依然として低率であること
から、平成19年７月に、警察庁から各都道府県警察に
対し、「チャイルドシート使用促進対策の強化について」
（通達）を発出し、チャイルドシート使用の更なる普及と
正しい使用の促進を指示したところであり、今後、
・後部シートベルト着用義務化と併せたチャイルドシー
ト着用促進の広報啓発
・関係機関・団体と連携したチャイルドシートの正しい使
用方法の普及
・チャイルドシート貸出制度等の自治体等への支援要
請
等を更に推進。（警察庁）

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する
法律の制定を受け、平成18年に定められた移動等の
円滑化の促進に関する基本方針に基づき、平成22年
までに、原則として、重点整備地区内の主要な生活関
連経路を構成するすべての道路において、バリアフ
リー対応型信号機等を整備。（警察庁）

引き続き取組みを実施（国土交通省）

チャイルドシートの使用効果及び正しい使用方法につ
いて、幼稚園・保育所、病院等と連携した保護者に対
する効果的な広報啓発・指導に努めた。また、地方公
共団体、民間団体等が実施している各種支援制度の
活用を通じて、チャイルドシートの利用しやすい環境づ
くりを促進したほか、 販売店等における利用者への正
しい使用の指導・助言を推進。なお、平成19年５月から
６月に警察庁と（社）日本自動車連盟が合同で実施し
た全国調査の結果では、チャイルドシートの使用率は、
６歳未満全体で46.9％。（警察庁）

安全施設の整備の
推進等による安全
な道路交通環境の
整備やチャイルド
シートを容易に入手
し、正しく使用できる
環境づくり等に努め
る。

27.妊婦、子ども及
び子ども連れの人
などが利用する建
築物、公共交通機
関及び道路や公園
等の公共施設につ
いて、段差の解消
等のバリアフリー化
を推進する。

エリア」として指定した上、都道府県公安委員会と道路
管理者が連携して面的かつ総合的な事故抑止対策を
推進。
バリアフリー対応型信号機等の整備（警察庁）
　　高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関す
る法律に基づき、バリアフリー対応型信号機等の整備
を推進している。
　〈信号機のバリアフリー化の例〉
　　　　　　　　　　　　（17年度末）　(18年度末）
　・歩行者感応化　　　1,120基　　　1,165基
　・歩車分離化　　　　 3,867基　　　4,281基

バリアフリー環境整備促進事業により、バリアフリー新
法に基づく建築物のバリアフリー化等の環境整備を図
る（国土交通省　平成18年度～）
バリアフリー新法に基づく不特定多数の者等が利用す
る一定の建築物のバリアフリー化の推進（国土交通省
平成14年度～）

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する
法律（バリアフリー新法）成立（18.6）、施行（18.12）（国
土交通省）
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施策の基本的方向 具体的施策 担当府省 施策の実施状況及び関連統計等 今後の実施予定

○

○

○

○

公共交通機関のバリアフリー化
　　公共交通機関における旅客施設のバリアフリー化
の推進

　
　　公共交通機関における車両等のバリアフリー化の
推進

都市公園等のバリアフリー化（国土交通省）
　　すべての人が日常的な健康づくりや余暇活動を行う
場となる身近な都市公園の整備を推進するとともに、
園路の段差の解消や、誰でも使いやすいトイレの整備
など、ユニバーサルデザインによる都市公園づくりを推
進

歩行空間のバリアフリー化（国土交通省）
　　１日あたりの平均利用者が5,000人以上の旅客施設
の周辺等の主な道路のバリアフリー化の割合が、39%
（17年度）から44%（18年度）に向上

路外駐車場のバリアフリー化（国土交通省）
　バリアフリー新法に基づく特定路外駐車場のバリアフ
リー化の推進（18年度～）
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施策の基本的方向 具体的施策 担当府省 施策の実施状況及び関連統計等 今後の実施予定

国土交通
省

○ ○ 引き続き取組みを実施（国土交通省）

○

○

イ　ひとり親家庭等
に対する支援の推
進

厚生労働
省

○ ○

○ ○ 引き続き実施予定（厚生労働省）

①子育て・生活支援
策、就業支援策、養
育費の確保策、経
済的支援策等の総
合的な母子家庭等
対策を推進し、母子
家庭等 自立 促

生活保護受給者等就労支援事業の実施（厚生労働省
平成17年度～）

○ひとり親家庭の親
等への総合的な自
立に向けた支援の
推進

28.妊婦及び子ども
連れ等に対するバ
リアフリー環境の整
備を推進するため、
交通バリアフリー教
室の開催やバリアフ
リーボランティアの
普及に努め、「心の
バリアフリー社会」
を実現する。さら
に、鉄道駅等の旅
客施設や宿泊施設
のバリアフリー化の
状況に関する情報
提供を推進する。

バリアフリー教室（交通バリアフリー教室）の実施（国土
交通省　平成14年度～）
　17年度　94件、18年度　96件

バリアフリーボランティア事業の実施（国土交通省　平
成17年度～）
　17年度　５ヶ所、18年度　６ヶ所

引き続き当該施策を実施（厚生労働省）

交通バリアフリー情報提供システム「らくらくおでかけ
ネット」（国土交通省　平成13年度～）
  18年３月末までに、約400万アクセス（１日あたり
　3,000件）

養育費相談支援センター事業の実施（厚生労働省　平
成19年10月～）

　実績：　18年度末現在　28％

（％）

17年度 18年度
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施策の基本的方向 具体的施策 担当府省 施策の実施状況及び関連統計等 今後の実施予定

○ ○ 引き続き実施予定（厚生労働省）

○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

引き続き当該施策を実施（厚生労働省）

平成20年度より、センター事業に在宅就業推進事業を
追加するとともに、一般市等において同様の事業を実
施可能とする。（厚生労働省）

引き続き当該施策を実施（厚生労働省）

引き続き当該施策を実施（厚生労働省）

家庭等の自立の促
進を図る。

母子家庭等職業的自立促進事業（厚生労働省）
　 児童扶養手当受給者の中には、就労経験がない又
は乏しいこと等により 「自立支援プログラム」における
自治体の支援のみではなお就労が難しい者が存在す
ることから、職業的自立を促進するための国における
雇用のセーフティーネットとして、職業に就くための準
備段階としての準備講習を実施した後に引き続き、実
際の職業に必要な技能・知識を習得させるための職業
訓練を実施。

母子家庭の母等に対する試行雇用奨励金の支給（厚
生労働省　平成14年度～）

母子家庭等就業・自立支援事業の実施（厚生労働省
平成15年度～）

子育て短期支援事業の実施（厚生労働省）

母子家庭等日常生活支援事業の実施（厚生労働省）

ひとり親家庭生活支援事業の実施（厚生労働省）

17年度 18年度

支援対象者における就職率 33.6 52.1

17年度 18年度

準備講習付き

職業訓練 800人 1,428人

受講者数

17年度 18年度

トライアル雇用開始者数（人） 323 324
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施策の基本的方向 具体的施策 担当府省 施策の実施状況及び関連統計等 今後の実施予定

○ ○

○ ○

○ ○

○子育て・生活支援
策の推進

厚生労働
省

○

○

○

厚生労働
省

○

○

○

母子家庭等日常生活支援事業の実施（厚生労働省）
（５（２）イ①に前掲）

ひとり親家庭生活支援事業の実施（厚生労働省）（５
（２）イ①に前掲）

子育て短期支援事業の実施（厚生労働省）（５（２）イ①
に前掲）

自立支援教育訓練給付金事業の実施（厚生労働省
平成15年度～）

高等技能訓練促進費事業の実施（厚生労働省　平成
15年度～）

母子寡婦福祉貸付金制度の実施（厚生労働省　昭和
28年度～）

引き続き当該施策を実施（厚生労働省）

平成20年度より、知識技能を習得している間の生活資
金及び技能習得資金の償還期限を緩和。（厚生労働
省）

平成20年度より、従来からの就業支援手当に加え、入
学時におけるインセンティブとして入学金の負担を考慮
した額を一時金として修了後に支給する仕組み（入学
支援修了一時金）を創設等。（厚生労働省）

②疾病等の理由に
より一時的に家事
援助等が必要に
なった場合、家庭生
活支援員の派遣
や、生活支援講習
会及び電話相談の
実施など母子家庭
等の地域での生活
を総合的に支援す
る。

③父子家庭につい
ては、その実態や
ニーズを把握し、子
育て・生活支援等必
要な支援を講じてい
く。

母子家庭等日常生活支援事業の実施（厚生労働省）
（５（２）イ①に前掲）

ひとり親家庭生活支援事業の実施（厚生労働省）（５
（２）イ①に前掲）

子育て短期支援事業の実施（厚生労働省）（５（２）イ①
に前掲）
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施策の基本的方向 具体的施策 担当府省 施策の実施状況及び関連統計等 今後の実施予定

厚生労働
省

○

○

○

○就業支援策の推
進

厚生労働
省

○ 職業相談の実施（厚生労働省） ○

○

ひとり親家庭生活支援事業の実施（厚生労働省）（５
（２）イ①に前掲）

子育て短期支援事業の実施（厚生労働省）（５（２）イ①
に前掲）

⑤自立支援教育訓
練給付金事業、高
等技能訓練促進費
事業、公共職業訓
練等により職業能
力開発への取組を
支援するとともに、
ハローワークにおけ
る個別総合的な就
職支援、母子家庭
等就業・自立支援セ
ンターにおける就業
相談、就業支援講
習会等の実施、民
間事業者に対する
就業促進について
の協力要請、母子
福祉団体等の受注
機会の増大への配
慮など、総合的に母
子家庭の母の就
業・雇用の促進を図
る。

公共職業能力開発施設のほか、専修学校、大学・大学
院、民間教育訓練機関等を活用した離職者訓練の実
施（厚生労働省）（３（３）イ⑦に前掲）
　 求職者が再就職に必要な能力を身につける離職者
訓練については、公共職業能力開発施設のほか、専
修学校、大学・大学院、民間教育訓練機関等を活用す
ることにより、多様な教育訓練機会を確保し実施。

母子家庭等日常生活支援事業の実施（厚生労働省）
（５（２）イ①に前掲）

引き続き実施予定（厚生労働省）

④若年や未婚その
他の理由により、妊
娠・出産・子育てに
おいて困難な状況
を抱えた女性に対し
ては、適切な保護
やきめ細やかな子
育て支援を行う。

職業相談状況

17年度 18年度

新規求職申込件数 168437 182345

紹介件数 271571 294611

就職件数 66266 72604

17年度 18年度

受講者数 19万人 17万人
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施策の基本的方向 具体的施策 担当府省 施策の実施状況及び関連統計等 今後の実施予定

○

○

○

厚生労働
省

○

厚生労働
省

○

厚生労働
省

○

自立支援教育訓練給付金事業の実施（厚生労働省
平成15年度～）（５（２）イ①に前掲）
　 　（実施主体数）
　 平成17年度　439か所
　 平成18年度　620か所
　 平成19年度（見込み）　703か所

自立支援教育訓練給付金事業の実施（厚生労働省
平成15年度～）（５（２）イ①に前掲）

高等技能訓練促進費事業の実施（厚生労働省　平成
15年度～）（５（２）イ①に前掲）

母子家庭等就業・自立支援事業の実施（厚生労働省
平成15年度～）（５（２）イ①に前掲）

高等技能訓練促進費事業の実施（厚生労働省　平成
15年度～）（５（２）イ①に前掲）
　 （資格取得者総数）
　 平成15年度～平成18年12月　1,600件

⑥母子家庭等就
業・自立支援セン
ターを平成21年度ま
でに全都道府県・指
定都市・中核市に設
置する。

⑦母子家庭等自立
支援教育訓練給付
金事業を平成21年
度までに全都道府
県・市等で実施す
る。

⑧母子家庭等高等
技能訓練促進費事
業による資格取得
者総数を平成21年
度までに1,300人に
する。（平成16年度
827人）

母子家庭等就業・自立支援センター事業の実施（厚生
労働省　平成15年度～）（５（２）イ①に前掲）
　 （実施主体）
　 平成17年度　83か所
　 平成18年度　94か所
　 平成19年度（見込み）　99か所
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施策の基本的方向 具体的施策 担当府省 施策の実施状況及び関連統計等 今後の実施予定

ア　家庭生活への
男女の共同参画の
促進
○家庭教育に関す
る学習機会の充実

文部科学
省

○

○父親の家庭教育
参加の支援・促進

文部科学
省

○

内閣府、
法務省

○ ○

（３）家庭生活、地
域社会への男女
の共同参画の促
進

○男性の家庭生活
への参画促進のた
めの広報・啓発等

①これから親になる
青年や子育て中の
親を対象に、子育て
に関する体験学習
を含めた学習機会
を提供する。

②父親の家庭教育
への参加を促すた
め、企業等との連携
により、子どもの職
場参観や職場内で
の家庭教育に関す
る講座等の事業を
実施する。

③男女の固定的役
割分担意識を是正
し、男性の家庭生活

人権啓発活動を随時実施（法務省）

「家庭教育支援総合推進事業」（文部科学省）（５（２）21
に前掲）

「家庭教育支援総合推進事業」（文部科学省）（５（２）21
に前掲）

法務省の人権擁護機関では，人権週間（12月４日～10
日）の強調事項の一つに「女性の人権を守ろう」を掲
げ，年間を通じて テレビ・出版物による広報，ポスター・
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施策の基本的方向 具体的施策 担当府省 施策の実施状況及び関連統計等 今後の実施予定

○

イ　地域社会への
男女の共同参画の
促進
○地域社会活動へ
の参画促進

○ ○

○

○

○ボランティア活動
等の参加促進のた
めの環境整備

厚生労働
省

○ ○ 地域福祉等推進特別支援事業について、引き続き実
施予定（厚生労働省）

男女共同参画週間（6月23日～29日）の実施（全国会
議、様々な媒体による広報活動）（内閣府　平成13年度
～）

男性の仕事と育児の両立意識啓発事業（厚生労働省）
　 育児期の男性労働者を対象として、仕事と家庭が両
立可能な働き方を設計・実践できるツールとしてのハン
ドブックを作成、配布し、男性の仕事と育児の両立に関
する意識啓発を促進。

への参画を促進す
るため、「男女共同
参画週間」、「人権
週間」等を通じた広
報・啓発活動や、学
習機会の提供を通
じて、家庭生活にお
ける男女の共同参
画を促進する。

引き続き男女共同参画週間等を通じて広報啓発活動
を実施。（内閣府）

②ボランティア活動
に関する調査研究
を行い、情報提供・

①暮らしやすい活
力ある地域社会を
つくっていくために
は、地域社会への
住民参加が重要で
あり、男性の職場優
先の意識・ライフス
タイルを見直し、男
女の地域活動への
参加を促進するた
め、あらゆる機会を
通じて広報・啓発を
行う。

内閣府、
厚生労働
省、関係
府省

パンフレット等の配布，講演会・座談会等を実施（法務
省）

男女共同参画総合情報誌の発行（内閣府　平成14年
度～）

男女共同参画に係る啓発ビデオの制作（内閣府　平成
12年度～）

地域福祉等推進特別支援事業（厚生労働省）
　 「既存の制度のみでは充足できない問題」や「制度の
狭間にある問題」など地域社会における今日的課題の
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施策の基本的方向 具体的施策 担当府省 施策の実施状況及び関連統計等 今後の実施予定

○

厚生労働
省

○ ○

文部科学
省、厚生
労働省

○

○

引続き同様の取組を行う予定（厚生労働省）

④地域におけるボ
ランティア活動を推
進するための事業
への支援を行い、ボ
ランティア活動の全
国的な展開を推進
する。

相談事業を実施す
る。また、都道府県
のボランティア登録
制度の整備の支援
等を通じ、人々のボ
ランティア活動への
参加促進を図る。

③勤労者が、その
希望に応じてボラン
ティア活動等に参加
することができるよ
う、事業主団体、ボ
ランティア関係団体
と連携しつつ、情報
提供、相談活動等
を実施する。

特別な休暇制度普及促進事業の実施　　（厚生労働
省）
　 ・事業主及び勤労者に対する啓発活動（平成19年度
～）
　 ・事業主及び勤労者を対象にした講演会の開催（平
成19年度～）

ボランティア活動広報啓発・普及事業を実施。（文部科
学省 平成18年度）

「地域ボランティア活動推進事業」を実施。（文部科学
省　平成17年度～18年度）（５（２）⑬に前掲）

解決を目指す先駆的・試行的取組に対する支援を都道
府県・指定都市・市区町村等に対して実施（平成19年
度～）。
ボランティア振興事業（厚生労働省）
　 学童・生徒またはボランティア活動に参加意欲のあ
る社会人等すべての地域住民が福祉教育に接する機
会を得て福祉活動への理解と関心を深めるための福
祉教育推進事業、ボランティア活動を希望する企業・労
働組合・農協・生協・住民参加型サービス団体の担当
者等を対象とするリーダーやコーディネーター等の養
成・研修事業、ボランティア活動の動向や先駆的な活
動事例等を紹介する情報誌を発行する広報・啓発事業
等を都道府県・指定都市社会福祉協議会にて実施（平
成13年度～18年度）。
　 17年度　全ての都道府県、指定都市社会福祉協議
会にて実施。
　 18年度　全ての都道府県、指定都市社会福祉協議
会にて実施。
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施策の基本的方向 具体的施策 担当府省 施策の実施状況及び関連統計等 今後の実施予定

○ ○

内閣府 ○ ○

○ ○

○消費者教育の推
進・支援

市民活動に関する情報提供の充実策として、「ＮＰＯ情
報ポータルサイト」や「ＮＰＯ施策ポータルサイト」の運
用。(内閣府　平成20年度)

市民活動団体の活動について、各地の先駆的なモデ
ル事業の実施を通して効果的な活動促進策を分析し、
全国に紹介。（内閣府　平成17～19年度）（５（２）ア⑳
に前掲）

市民活動の担い手の育成として、NPOと地方自治体の
協働事業を支援し、「官民パートナーシップによる地域
活性化モデル」として広く情報発信。（内閣府　平成20
年度）

○ＮＰＯ等の活動へ
の参画促進のため
の環境整備

⑤男女共同参画な
どの分野で活動を
行うＮＰＯ等の活動
に、男女が共に参
加でき、また、その
中で日ごろの学習
活動の成果や知
識・技能をいかせる
ような環境整備の
推進を図る。また、
ＮＰＯ等に対する社
会的に支援する仕
組みについて検討
する。

今後も引き続き実施予定（厚生労働省）

市民活動に関する情報提供の充実策として、内閣府Ｎ
ＰＯホームページで全国の特定非営利活動法人に関
する基本情報やＮＰＯ関連施策情報を入手可能とする
「ＮＰＯ情報ポータルサイト」や「ＮＰＯ施策ポータルサイ
ト」の運用を実施（内閣府　平成18年度～）（５（２）ア⑳
に前掲）

全国ボランティア活動振興センター運営事業（厚生労
働省）
　 経済団体・労働団体・マスコミ・教育等の各界による
ボランティアシンポジウムの開催、全国的な広報・啓発
を行うボランティアに関する各種資料・文献等の情報提
供やボランティアセンター担当者に対する研修事業等
の事業を全国社会福祉協議会にて実施。
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施策の基本的方向 具体的施策 担当府省 施策の実施状況及び関連統計等 今後の実施予定

○ ○

○

○ ○

○ ○

引き続き実施予定。（文部科学省）

消費者問題の専門家を全国各地の公民館等の施設や
集会所等へ派遣する「消費者問題出前講座」を実施。
（内閣府　平成13年度～19年度）

⑥地方公共団体の
行う社会教育の一
環として、消費者生
活に関する学習を
奨励するとともに、
国立大学等におい
て公開講座を開設
するなど、消費者問
題に関する各種の
学習機会を提供す
る。また、消費生活
センターと教育委員
会との連携強化な
どにより、学校や社
会教育施設におけ
る消費者教育の推
進を図る。

消費生活センターと教育委員会の連携強化について
各種会議において要請。（文部科学省）

内閣府、
文部科学
省、関係
府省

消費生活センターと教育委員会の連携強化のため、内
閣府国民生活局長、文部科学省生涯学習政策局長及
び初等中等教育局長名にて各都道府県・政令指定都
市長宛てに文書を発出。（内閣府、文部科学省）（18年
度）

引き続き実施予定。（文部科学省）

引き続き、「消費者問題出前講座」の実施等を通じて、
学校や社会教育施設における消費者教育を推進。平
成20年度から独立行政法人国民生活センターへ業務
移管。（内閣府）

独立行政法人国立女性教育会館では、女性教育情報
センターにおいて、消費者教育を含む女性・家庭に関
する情報提供サービスを実施。（文部科学省）
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